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６月１０日（月）まで

７月１日（月）まで
（６月30日が日曜日の
ため）

①　源泉所得税および特別徴収住民税の納付（令和６年５月分）

②　法人の確定申告、納付、延納の届出（令和６年４月期分）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税（法人事業所税）・法人住民税

③　申告期限延長承認法人の法人税確定申告
１カ月延長法人（令和６年３月期）
２カ月延長法人（令和６年２月期）
④　消費税・地方消費税の確定申告（１カ月ごと）（４月期）
⑤　消費税・地方消費税の確定申告（３カ月ごと）（１月、４月、７月、１０月期）
⑥　法人の中間申告（半期・１０月期）
法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税

⑦　消費税・地方消費税の中間申告納付
直前期年税額４，８００万円超のとき　１カ月ごと（４月期を除く）
直前期年税額４００万円超のとき　３カ月ごと（１月、７月、１０月期）

⑧　個人の国外財産調書、財産債務調書の提出（令和5年12月31日現在）

①　源泉所得税には復興特別所得税の
額を含む。

②～⑦　法人の事業年度（課税期間）の
終了日は各月末日とする。

④、⑤　消費税課税期間の短縮特例は
適用後２年間継続が要件である。

今月の税務
日　付 項　目 備考・コメント

（付記）　源泉徴収および特別徴収は、定額減税により6月分以降の取扱いに留意する。
①　所得税の定額減税は6月分の源泉徴収税額から控除する。控除しきれなかった定額減税額は次月以降の源泉税額から控除する。
②　個人住民税の定額減税は6月分の特別徴収税額は徴収しない。定額減税額を控除後の特別徴収税額を11で除した税額を7月以降に特
別徴収する。

（注）　税制改正により定額減税が実施され、令和6年分の税額から納税者および配偶者を含めた扶養親族１人当たり所得税3万円、個人住民税1万円を減税する。
　なお、定額減税は居住者に限られ、年間所得1,805万円（給与収入2,000万円）超の高額所得者には適用されない。

中
間
会
計
基
準
公
表
に
伴
う
資
本
連
結

実
務
指
針
、改
正
依
頼
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ

会
　
　
計

Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
時
価
評
価
時
の
減
損
処

理
、検
討
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、金
融
商
品
専
門
委

会
　
　
計

去
る
５
月
９
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
５
２
５
回
企
業
会
計

基
準
委
員
会
を
開
催
し
た
。

主
な
審
議
事
項
は
次
の
と
お
り
。

四
半
期
報
告
書
制
度
の
見
直
し

へ
の
対
応 

３
月
22
日
に
公
表
さ
れ
た
企
業
会

計
基
準
33
号
「
中
間
財
務
諸
表
に
関

す
る
会
計
基
準
」
等
に
あ
わ
せ
て
、

日
本
公
認
会
計
士
協
会
会
計
制
度
委

員
会
報
告
７
号
「
連
結
財
務
諸
表
に

お
け
る
資
本
連
結
手
続
に
関
す
る
実

務
指
針
」
の
改
正
が
必
要
と
な
る
こ

と
か
ら
、
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
は
日
本
公
認
会

計
士
協
会
に
対
し
、
実
務
指
針
の
改

正
の
検
討
を
依
頼
し
た
。
こ
れ
を
受

け
て
、
同
協
会
は
同
日
に
公
開
草
案

を
公
表
し
、
意
見
募
集
を
行
っ
た
。

意
見
募
集
の
結
果
、
特
段
の
意
見

は
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
公
開

草
案
ど
お
り
の
内
容
で
同
協
会
に
改

正
を
依
頼
す
る
こ
と
に
つ
い
て
審
議

が
行
わ
れ
た
。
出
席
委
員
全
員
の
賛

成
を
も
っ
て
改
正
を
依
頼
す
る
こ
と

が
決
議
さ
れ
た
。

去
る
５
月
１
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
、
第
２
１
７
回
金
融
商
品

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

な
お
、
５
月
９
日
開
催
の
第
５
２

５
回
親
委
員
会
で
も
同
テ
ー
マ
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
た
。

主
な
審
議
事
項
は
以
下
の
と
お

り
。ベ

ン
チ
ャ
ー
キ
ャ
ピ
タ
ル
（
Ｖ
Ｃ
）

フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分

第
５
２
３
回
親
委
員
会（
２
０
２
４

年
４
月
20
日
号
（
№
１
７
０
８
）
情

報
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
参
照
）
に
引
き
続

き
、
Ｖ
Ｃ
フ
ァ
ン
ド
の
出
資
持
分
の

会
計
処
理
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
た
。

前
回
、
会
計
処
理
に
つ
い
て
、「
本

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
対
象
と
す

る
組
合
等
の
構
成
資
産
で
あ
る
市
場

価
格
の
な
い
株
式
に
つ
い
て
、
会
計

方
針
の
選
択
と
し
て
、時
価
評
価（
評

価
差
額
は
そ
の
他
の
包
括
利
益
（
Ｏ

Ｃ
Ｉ
））
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
設
け

る
」
と
の
提
案
が
示
さ
れ
、
特
段
の

異
論
は
聞
か
れ
て
い
な
い
。

⑴　
対
象
と
す
る
組
合
等
の
範
囲

前
記
の
会
計
処
理
に
密
接
に
関
連

す
る
組
合
等
の
範
囲
に
つ
い
て
、
こ

れ
ま
で
に
提
案
さ
れ
て
い
た
組
合
等

の
４
要
件
に
つ
い
て
、「
多
数
の
出
資

者
に
対
し
て
募
集
ま
た
は
私
募
が
行

わ
れ
た
組
合
等
で
あ
る
」お
よ
び「
組

合
契
約
等
に
お
い
て
、
投
資
対
象
を

専
ら
市
場
価
格
の
な
い
株
式
と
し
て

い
る
」
の
要
件
は
、
必
ず
し
も
必
要

で
は
な
い
と
の
分
析
が
な
さ
れ
、
次

の
よ
う
な
再
提
案
が
示
さ
れ
た
。

本
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
お
い
て
対
象

と
す
る
組
合
等
の
範
囲
に
つ
い
て
、

次
の
要
件
を
満
た
す
組
合
等
と
す
る
。

①　
組
合
等
の
運
営
者
は
出
資
さ
れ

た
財
産
の
運
用
を
業
と
し
て
い
る

者
で
あ
る
。

②　
組
合
等
の
決
算
に
お
い
て
、
組

合
等
の
構
成
資
産
で
あ
る
市
場
価

格
の
な
い
株
式
に
つ
い
て
時
価
で

評
価
す
る
会
計
方
針
を
採
用
し
て

い
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
成
意
見
が

聞
か
れ
た
。
ま
た
「
オ
プ
シ
ョ
ン
の

適
用
単
位
に
関
し
て
、
会
計
方
針
の

選
択
と
す
る
か
、
フ
ァ
ン
ド
単
位
ま

た
は
銘
柄
単
位
で
選
択
可
能
と
す
る

か
、
再
度
検
討
が
必
要
」
と
の
意
見
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権
利
外
観
法
理

弁
護
士 

白
川　

敬
裕

経
理
に〝
効
く
効
く
〟

法
律
雑
学

Ｘ
社
が
取
引
先
Ａ
社
の
「
社
長
」

Ｙ
と
商
談
し
て
契
約
を
締
結
し
た
と

こ
ろ
、
実
際
は
Ｙ
が
平
取
締
役
で
あ

り
、
Ａ
社
の
代
表
権
を
有
し
て
い
な

か
っ
た
と
し
ま
す
。
Ｙ
に
代
表
権
が

あ
る
と
信
じ
て
い
た
Ｘ
社
は
、
取
引

先
Ａ
社
に
契
約
の
効
力
を
主
張
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。
法
律
上
は
、
原

則
と
し
て
、
代
表
権
の
な
い
者
と
契

約
を
締
結
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
Ｙ
を
社
長
と
信
じ
た
Ｘ
社

の
利
益
も
保
護
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
取
引
先
Ａ
社
は
Ｙ
に
「
社
長
」

の
肩
書
を
与
え
て
い
た
の
で
す
か
ら
、

Ｙ
が
し
た
契
約
に
つ
い
て
、
Ａ
社
が
責

任
を
負
う
べ
き
理
由
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
点
、
会
社
法
354
条
は
、「
株
式

会
社
は
、
代
表
取
締
役
以
外
の
取
締

役
に
社
長
、
副
社
長
そ
の
他
株
式
会

社
を
代
表
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の

と
認
め
ら
れ
る
名
称
を
付
し
た
場
合

に
は
、
当
該
取
締
役
が
し
た
行
為
に

つ
い
て
、
善
意
の
第
三
者
に
対
し
て
そ

の
責
任
を
負
う
」
と
規
定
し
て
い
ま

す
。
す
な
わ
ち
、
取
引
先
Ａ
社
が
Ｙ

に
「
社
長
」
の
肩
書
を
与
え
て
お
り
、

か
つ
、
Ｘ
社
が
Ｙ
に
代
表
権
が
な
い
こ

と
を
知
ら
な
っ
た
場
合
（
善
意
の
場

合
）、
Ｘ
社
は
Ａ
社
に
契
約
の
効
力
を

主
張
で
き
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

会
社
法
354
条
の
規
定
は
「
権
利
外

観
法
理
」
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て

い
ま
す
。
権
利
外
観
法
理
と
は
、
①

真
実
と
は
異
な
る
外
観
が
存
在
し
、

②
真
の
権
利
者
に
そ
の
外
観
作
出
に

つ
い
て
帰
責
性
が
あ
る
場
合
、
③
外

観
を
信
頼
し
た
第
三
者
を
保
護
す
る

た
め
、
外
観
ど
お
り
の
法
律
上
の
効

果
を
認
め
る
法
理
論
の
こ
と
を
い
い
ま

す
。
ま
た
、
会
社
法
354
条
の
他
に
、

自
社
の
商
号
（
会
社
の
名
称
）
を
使

用
し
て
事
業
ま
た
は
営
業
を
行
う
こ

と
を
他
人
に
許
諾
し
た
会
社
は
、
そ

の
会
社
の
事
業
と
誤
認
し
て
取
引
を

し
た
者
に
対
し
、
取
引
の
債
務
を
弁

済
す
る
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
ま
す

（
会
社
法
９
条
）。

権
利
外
観
法
理
に
基
づ
い
た
規
定

は
、
会
社
法
以
外
に
も
法
律
の
随
所

に
み
ら
れ
ま
す
。

民
法
94
条
（
虚
偽
表
示
）
は
、
１

項
で
「
相
手
方
と
通
じ
て
し
た
虚
偽

の
意
思
表
示
は
、
無
効
と
す
る
」
と

し
つ
つ
、
２
項
に
「
前
項
の
規
定
に
よ

る
意
思
表
示
の
無
効
は
、
善
意
の
第

三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」

と
規
定
し
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

甲
が
、
債
権
者
に
よ
る
差
押
え
を
免

れ
る
た
め
、
資
産
で
あ
る
不
動
産
に
つ

い
て
、
乙
と
通
謀
し
て
虚
偽
の
売
買

契
約
を
締
結
し
た
と
し
ま
す
。
こ
の

売
買
契
約
は
、
民
法
94
条
１
項
に
基

づ
き
無
効
と
な
り
ま
す
。
他
方
、
乙

が
事
情
を
知
ら
な
い
丙
に
当
該
不
動

産
を
売
却
し
た
と
し
ま
す
。
こ
の
場

合
、甲
は
事
情
を
知
ら
な
い
（
善
意
の
）

丙
に
対
し
、
売
買
契
約
が
無
効
で
あ

る
こ
と
を
主
張
で
き
ま
せ
ん
。
結
果

と
し
て
、
丙
は
当
該
不
動
産
の
所
有

権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

判
例
上
、
民
法
94
条
２
項
は
、
通

謀
が
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
ケ
ー
ス
で

も
、
真
の
権
利
者
に
帰
責
性
が
あ
れ

ば
類
推
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
不
動
産
の
真
の
権

利
者
Ｄ
が
、
知
ら
な
い
間
に
Ｅ
に
不
動

産
所
有
権
移
転
登
記
が
実
施
さ
れ
、

そ
の
後
、
Ｅ
へ
の
不
実
の
登
記
を
知
る

に
至
っ
た
も
の
の
、
Ｅ
と
懇
意
に
な
っ

た
こ
と
や
、
登
記
を
元
に
戻
す
経
費

の
都
合
上
、
長
年
に
わ
た
り
放
置
し
、

金
融
機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る
際
も
、

Ｅ
名
義
の
ま
ま
抵
当
権
を
設
定
し
て

い
た
と
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、

Ｅ
と
の
通
謀
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
Ｄ

に
は
不
実
の
登
記
（
真
実
と
は
異
な

る
外
観
）
を
放
置
し
た
帰
責
性
が
あ

り
ま
す
の
で
、
そ
の
後
、
事
情
を
知

ら
ず
に
登
記
を
信
頼
し
て
Ｅ
か
ら
不

動
産
を
購
入
し
た
Ｆ
（
善
意
の
第
三

者
）
が
現
れ
た
場
合
、
民
法
94
条
２

項
が
類
推
適
用
さ
れ
、
Ｄ
は
Ｆ
に
対

抗
で
き
な
い
（
自
ら
が
真
の
権
利
者
で

あ
る
こ
と
を
主
張
で
き
な
い
）
と
解
さ

れ
ま
す
。

が
聞
か
れ
た
。

第
５
２
５
回
親
委
員
会
で
は
、
賛

成
意
見
の
ほ
か
、「
削
除
さ
れ
た
『
多

数
の
出
資
者
に
対
し
て
』
と
い
う

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
残
し
た
ほ
う
が
い
い

の
で
は
」
と
の
意
見
が
出
さ
れ
た
。

⑵　
時
価
評
価
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を

適
用
し
た
場
合
の
減
損
処
理

前
記
会
計
処
理
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を

適
用
し
た
場
合
の
減
損
処
理
に
つ
い

て
、
検
討
が
行
わ
れ
た
。

事
務
局
か
ら
次
の
２
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
示
さ
れ
た
。

①　
市
場
価
格
の
な
い
株
式
等
の
減

損
処
理
に
関
す
る
定
め
を
適
用
す

る
（
金
融
商
品
会
計
基
準
21
項
、

金
融
商
品
実
務
指
針
92
項
）。

②　
時
価
の
あ
る
有
価
証
券
の
減
損

処
理
に
関
す
る
定
め
を
適
用
す
る

（
金
融
商
品
会
計
基
準
20
項
、
金
融

商
品
実
務
指
針
91
項
）。

組
合
等
の
構
成
資
産
で
あ
る
市
場

価
格
の
な
い
株
式
は
通
常
組
合
契
約

の
定
め
る
期
間
内
で
売
却
さ
れ
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
時
価

を
用
い
て
減
損
処
理
を
行
う
②
の
ア

プ
ロ
ー
チ
が
望
ま
し
い
と
し
て
、「
時

価
の
あ
る
有
価
証
券
の
減
損
処
理
に

関
す
る
定
め
を
適
用
す
る
」
ア
プ

ロ
ー
チ
を
採
用
す
る
事
務
局
案
が
示

さ
れ
た
。

ま
た
、
実
務
負
担
を
軽
減
す
る
観

点
か
ら
、
時
価
評
価
差
額
を
純
損

益
（
Ｐ
Ｌ
）
と
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を

設
け
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
に
対
し

て
、
当
該
追
加
的
な
対
応
は
不
要
と

す
る
方
向
性
が
示
さ
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
賛
同
す
る

意
見
が
聞
か
れ
た
。
ま
た
、「
ベ
ン

チ
ャ
ー
企
業
の
株
式
評
価
に
関
し

て
、
時
価
の
算
定
方
法
に
よ
っ
て
は

超
過
収
益
力
を
織
り
込
め
ず
即
時
に

減
損
が
生
じ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
た
め
、
関
係
者
の
意
見
を

確
認
す
る
必
要
が
あ
る
」
と
の
意
見

も
聞
か
れ
た
。

第
５
２
５
回
親
委
員
会
で
は
、
賛

成
意
見
が
聞
か
れ
た
。

連
結
会
社
相
互
間
の
リ
ー
ス
取
引
に
関

す
る
簡
便
的
な
取
扱
い
、検
討

─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、リ
ー
ス
会
計
専
門
委

会
　
　
計

去
る
５
月
７
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
１
４
８
回
リ
ー
ス
会
計

専
門
委
員
会
を
開
催
し
た
。

前
回
（
２
０
２
４
年
５
月
１
日
号
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Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号「
公
的
説
明
責
任
の
な

い
子
会
社：開
示
」、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

で
あ
る
た
め
、
会
計
基
準
を
開
発
す

る
う
え
で
、
会
計
処
理
の
変
更
に
合

わ
せ
て
税
務
処
理
が
変
更
さ
れ
る
こ

と
を
条
件
に
す
る
の
は
難
し
い
」
と

回
答
し
た
。

第
５
２
５
回
親
委
員
会
で
も
、「
税

法
に
関
し
て
懸
念
す
る
意
見
は
多
い
。

今
後
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
等
を
す
る
の
か
」

と
の
質
問
が
あ
り
、事
務
局
よ
り
「
Ａ

Ｓ
Ｂ
Ｊ
と
し
て
何
が
で
き
る
か
検
討

し
た
い
」
と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

⑵　
連
結
会
社
相
互
間
の
リ
ー
ス
取

引
に
関
す
る
簡
便
的
な
取
扱
い
を

求
め
る
意
見

単
体
財
務
諸
表
へ
の
適
用
に
お
い

て
連
結
会
社
相
互
間
の
リ
ー
ス
取
引

に
関
し
て
簡
便
的
な
取
扱
い
を
求
め

る
意
見
が
聞
か
れ
て
い
た
。

こ
れ
を
受
け
て
、
事
務
局
は
、
次

の
点
に
つ
い
て
一
定
の
判
断
を
要
す

る
こ
と
に
な
る
と
の
分
析
を
示
し

た
。

①　

リ
ー
ス
の
識
別
（
た
と
え
ば
、

サ
プ
ラ
イ
ヤ
ー
が
資
産
を
代
替
す

る
権
利
を
有
し
て
い
る
か
）

②　
借
手
の
リ
ー
ス
期
間
の
決
定
に

係
る
延
長
・
解
約
オ
プ
シ
ョ
ン
の

行
使
可
能
性
の
判
断

①
に
つ
い
て
は
、
一
律
に
簡
便
的

な
取
扱
い
を
設
け
る
こ
と
は
難
し
い

と
分
析
し
た
。

一
方
、
②
に
関
し
て
は
、「
借
手

の
リ
ー
ス
期
間
に
つ
い
て
適
用
上
の

コ
ス
ト
を
軽
減
す
る
観
点
か
ら
、
貸

手
の
リ
ー
ス
期
間
（
借
手
が
原
資
産

を
使
用
す
る
権
利
を
有
す
る
解
約
不

能
期
間
に
再
リ
ー
ス
期
間
を
加
え
た

期
間
）
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
簡
便

的
な
取
扱
い
を
一
律
に
認
め
る
余
地

が
あ
る
か
」
に
つ
い
て
、
意
見
が
求

め
ら
れ
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、
簡
便
的
な
取

扱
い
を
認
め
る
こ
と
に
お
お
む
ね
賛

意
が
聞
か
れ
た
が
、「
グ
ル
ー
プ
に

入
っ
た
り
外
れ
た
り
し
た
と
き
の

リ
ー
ス
期
間
も
見
直
す
の
か
な
ど
も

詰
め
た
ほ
う
が
い
い
」
と
の
意
見
が

聞
か
れ
、事
務
局
か
ら
「
検
討
す
る
」

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。

第
５
２
５
回
親
委
員
会
で
も
、
簡

便
的
な
取
扱
い
を
認
め
る
こ
と
に
賛

成
す
る
意
見
が
聞
か
れ
た
。

去
る
５
月
９
日
、
国
際
会
計
基

準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
19
号
「
公
的
説
明
責
任
の

な
い
子
会
社
：
開
示
」（IFRS 19, 

Subsidiaries w
ithout Public 

A
ccountability: D

isclosures)

（
以
下
、「
本
基
準
書
」
と
い
う
）
を

公
表
し
た
。

本
基
準
書
は
、
２
０
１
５
年
の

ア
ジ
ェ
ン
ダ
協
議
に
端
を
発
し
、

２
０
２
１
年
７
月
に
公
表
さ
れ
た
同

名
の
公
開
草
案
に
対
し
て
寄
せ
ら
れ

た
コ
メ
ン
ト
等
を
検
討
し
た
う
え

で
、
今
般
最
終
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。本

基
準
書
の
概
要

本
基
準
書
は
、
次
の
３
要
件
の
す

べ
て
を
充
足
す
る
企
業
の
連
結
財
務

諸
表
、
個
別
財
務
諸
表
ま
た
は
単

体
（individual

）
財
務
諸
表
に
お

い
て
、
他
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
が

求
め
る
開
示
の
一
部
を
免
除
す
る
選

択
を
可
能
と
す
る
こ
と
で
、
一
定
の

企
業
に
つ
い
て
開
示
の
負
荷
軽
減
を

図
っ
て
い
る
。

・
企
業
が
子
会
社
で
あ
る
。

・
企
業
が
公
的
説
明
責
任
を
有
し
て

い
な
い
。
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
場
合
、
企
業
は
公
的
説
明
責

任
を
有
す
る
。

・
発
行
し
た
負
債
性
ま
た
は
資
本

性
金
融
商
品
が
公
開
市
場
で
取

引
さ
れ
て
い
る
か
、
公
開
市
場

（
№
１
７
０
９
）
情
報
ダ
イ
ジ
ェ
ス

ト
参
照
）
に
引
き
続
き
、
企
業
会
計

基
準
公
開
草
案
73
号
「
リ
ー
ス
に
関

す
る
会
計
基
準
（
案
）」
等
に
寄
せ

ら
れ
た
コ
メ
ン
ト
へ
の
対
応
の
方
向

性
と
個
別
事
項
に
つ
い
て
、
審
議
が

行
わ
れ
た
。

な
お
、
５
月
９
日
開
催
の
第
５
２

５
回
親
委
員
会
で
も
同
テ
ー
マ
に
つ

い
て
審
議
さ
れ
た
。

単
体
財
務
諸
表
へ
の
適
用

公
開
草
案
に
お
い
て
、
連
結
財
務

諸
表
と
単
体
財
務
諸
表
の
会
計
処
理

は
同
一
で
あ
る
べ
き
と
す
る
基
本
的

な
考
え
方
お
よ
び
方
針
を
覆
す
に
値

す
る
事
情
は
な
い
と
判
断
し
、
連
結

財
務
諸
表
と
単
体
財
務
諸
表
の
会
計

処
理
を
同
一
と
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
主
に
以
下
の

よ
う
な
意
見
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、

事
務
局
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
対
応
案
が
示

さ
れ
た
。

⑴　
法
人
税
法
等
へ
の
影
響
を
懸
念

す
る
意
見

主
に
次
の
３
つ
の
観
点
か
ら
の
懸

念
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
。

①　
本
会
計
基
準
等
の
公
表
に
伴
い
、

現
行
の
法
人
税
法
等
が
本
会
計
基

準
に
整
合
す
る
形
で
改
正
さ
れ
る

こ
と
へ
の
懸
念

②　
本
会
計
基
準
等
の
公
表
に
伴
い
、

法
人
税
法
等
が
改
正
さ
れ
ず
、
会

計
上
の
取
扱
い
と
税
法
上
の
取
扱

い
が
異
な
る
こ
と
へ
の
懸
念

③　
本
会
計
基
準
等
の
公
表
に
伴
い
、

現
行
の
税
法
が
本
会
計
基
準
に
整

合
さ
れ
る
形
で
改
正
さ
れ
る
場
合

の
ビ
ジ
ネ
ス
上
の
影
響
が
あ
り
得

る
こ
と
へ
の
懸
念
（
税
制
改
正
に

よ
っ
て
リ
ー
ス
の
利
便
性
が
損
な

わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
設
備
投
資
へ

の
影
響
）

事
務
局
は
、
①
と
②
に
つ
い
て
、

改
正
が
行
わ
れ
る
場
合
、
行
わ
れ
な

い
場
合
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
企
業
に

影
響
が
生
じ
得
る
も
の
の
、「
制
度

を
所
管
す
る
官
庁
で
対
応
が
図
ら
れ

る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
」

と
し
た
。
③
に
つ
い
て
は
「
リ
ー
ス

の
利
便
性
に
つ
い
て
副
次
的
に
は
考

慮
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
も
の
の
、

こ
の
理
由
を
も
っ
て
単
体
財
務
諸
表

に
つ
い
て
別
途
の
取
扱
い
を
定
め
る

こ
と
は
難
し
い
」
と
し
た
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
公
開
草
案

に
も
懸
念
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
単
体
は
関
連
法
規
等
と
の
利
害

調
整
、
と
く
に
税
制
と
密
接
に
関
連

し
て
い
る
以
上
、
一
定
の
特
例
措
置

を
設
け
る
べ
き
で
は
」
と
の
意
見
が

聞
か
れ
た
。

事
務
局
は
、「
税
務
処
理
は
会
計

処
理
と
は
独
立
に
定
め
ら
れ
る
も
の
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で
の
発
行
の
過
程
に
あ
る

・
主
要
な
事
業
の
１
つ
と
し
て

外
部
者
の
広
範
な
グ
ル
ー

プ
（a broad group of 

outsiders

）
の
受
託
者
と
し

て
第
三
者
の
資
産
を
保
有
し
て

い
る
（
例
：
銀
行
、
保
険
会
社
、

証
券
ブ
ロ
ー
カ
ー
／
デ
ィ
ー

ラ
ー
、
投
資
信
託
会
社
、
投
資

銀
行
）

・
企
業
が
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基
準
に

準
拠
し
た
連
結
財
務
諸
表
を
一
般

の
使
用
の
た
め
に
作
成
し
て
い
る

最
終
的
ま
た
は
中
間
的
親
会
社

（ultim
ate or interm

ediate 
parent

）
を
有
し
て
い
る
。

本
基
準
書
の
適
用
を
選
択
し
た
場

合
、
認
識
や
測
定
な
ど
の
開
示
以
外

の
事
項
に
つ
い
て
は
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計

基
準
の
要
求
事
項
を
適
用
し
た
う
え

で
、
開
示
に
つ
い
て
は
他
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
会
計
基
準
の
要
求
事
項
に
代
え
て

本
基
準
書
が
要
求
す
る
開
示
を
行

う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
も
、
本
基

準
書
が
求
め
る
開
示
が
不
十
分
で
な

い
か
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
、
本
基
準
書
の
適
用
を

選
択
し
た
場
合
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計
基

準
へ
準
拠
し
て
い
る
旨
に
加
え
て
、

本
基
準
書
を
適
用
し
て
い
る
こ
と
を

開
示
す
る
必
要
が
あ
る
。

本
基
準
書
は
、
要
求
す
る
開
示
事

項
を
、
30
を
超
え
る
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
会
計

基
準
の
基
準
書
ご
と
に
個
別
に
示
し

て
い
る
。
な
お
、
本
基
準
書
の
選
択

が
可
能
と
な
る
会
社
に
つ
い
て
そ
も

そ
も
開
示
が
免
除
さ
れ
て
い
る
Ｉ
Ａ

Ｓ
33
号
「
１
株
当
た
り
利
益
」
お
よ

び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
８
号
「
事
業
セ
グ
メ
ン

ト
」、
さ
ら
に
は
公
的
説
明
責
任
の

な
い
子
会
社
に
開
示
減
免
を
し
な
い

と
さ
れ
た
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
17
号
「
保
険
契

約
」
の
求
め
る
開
示
に
つ
い
て
は
、

本
基
準
書
は
軽
減
さ
れ
た
開
示
要
求

を
示
し
て
い
な
い
。

適
用
関
係

本
基
準
書
を
適
用
す
る
選
択
は
、

選
択
後
の
年
度
に
取
消
し
可
能
で
あ

り
、
さ
ら
に
取
消
し
後
の
年
度
に
再

度
適
用
を
選
択
す
る
こ
と
も
で
き

る
。本

基
準
書
は
２
０
２
７
年
１
月
１

日
以
降
に
開
始
さ
れ
る
事
業
年
度
か

ら
の
適
用
が
可
能
で
あ
り
、
早
期
適

用
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

再
生
可
能
電
力
契
約
に
関
す
る
会
計
処

理
の
改
訂
案
、公
表
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

国
際
会
計

去
る
５
月
８
日
、
国
際
会
計
基

準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
は
、
Ｉ

Ｆ
Ｒ
Ｓ
９
号
「
金
融
商
品
」
お

よ
び
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
７
号
「
金
融
商

品
：
開
示
」
を
改
訂
す
る
「
再
生

可
能
電
力
契
約
」（Contracts 

for Renew
able Electricity

―

Proposed am
en

dm
en

ts to 
IFRS

9 and IFRS
7

）（
以
下
、「
公

開
草
案
」
と
い
う
）
を
公
表
し
た
。

公
開
草
案
公
表
の
経
緯

再
生
可
能
電
力
契
約
は
、
自
然
に

由
来
す
る
資
源
か
ら
作
ら
れ
る
電
力

を
調
達
・
供
給
す
る
も
の
で
あ
り
、

世
界
中
の
市
場
に
お
い
て
急
速
に
増

え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
再
生
可
能

電
力
契
約
は
、
再
生
可
能
電
力
源
へ

の
ア
ク
セ
ス
と
安
定
性
を
確
保
す
る

た
め
に
締
結
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
再
生
可
能
電
力
市
場
は

そ
れ
特
有
の
性
質
を
有
し
て
お
り
、

再
生
可
能
電
力
源
は
そ
の
性
質
に
左

右
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
た
め
、

そ
の
供
給
量
は
必
ず
し
も
保
証
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
再

生
可
能
電
力
契
約
で
は
、
生
産
さ
れ

た
電
力
を
生
産
時
の
購
入
者
の
必
要

量
に
か
か
わ
ら
ず
一
定
量
を
購
入
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
特
徴
を
持
つ
こ

と
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
特
有
の
市
場
特
性
に

よ
っ
て
、
特
に
長
期
間
を
対
象
と
す

る
契
約
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
会
計

基
準
を
適
用
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ

と
が
あ
る
。

公
開
草
案
の
概
要

公
開
草
案
で
は
、
こ
の
よ
う
な
状

況
に
対
応
す
る
た
め
、
一
定
の
特
徴

を
備
え
た
契
約
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
会
計
処
理
を
提
案
し
て
い
る
。

①　
自
己
使
用
の
定
め
が
適
用
さ
れ

る
よ
う
な
要
件

②　
契
約
が
ヘ
ッ
ジ
手
段
と
し
て
使

わ
れ
る
た
め
の
ヘ
ッ
ジ
会
計
の
適

用
が
認
め
ら
れ
る
要
件

③　

企
業
の
財
務
業
績
と
キ
ャ
ッ

シ
ュ
・
フ
ロ
ー
に
再
生
可
能
電
力

契
約
が
与
え
る
影
響
を
投
資
家
が

理
解
で
き
る
よ
う
な
開
示
の
拡
充

コ
メ
ン
ト
期
限

当
該
公
開
草
案
に
対
す
る
コ
メ
ン

ト
期
限
は
、
２
０
２
４
年
８
月
７
日

で
あ
る
。

経理用語の豆知識
合併時における有価証券保有目的区分の引継ぎ

共同支配企業の形成および共通支配下の取引以外の企業結合
は、取得として取り扱われ、企業結合が取得と判定された場合に
は、パーチェス法が適用される。取得企業は受け入れた資産およ
び引き受けた負債のうち企業結合日時点において識別可能なも
のに対し、時価を基礎として取得原価を配分することになる。企業
結合が取得と判定された場合、被取得企業が保有するすべての有
価証券について、企業結合日に新たに取得したものとして保有目
的の判断を行うことになる。この際、取得企業が保有する有価証
券の保有目的区分は、正当な理由がなく変更することができない
ことに留意する必要がある。

なお、株式移転による共同持株会社の設立の形式による企業
結合が取得と判定された場合などには、連結財務諸表においては
保有目的の判断を新たに行うことになるが、被取得企業の個別財
務諸表においても保有目的を変更する必要が生じる場合もある。
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特集

６月第１四半期に向け確認を

四半期開示見直しに
おける規定等のポイント

第１章

第２章

第3章

昨年11月公布の改正金融商品取引法に四半期開示の見直しが盛り込まれ、本年４月
の施行を前に、金融庁からは3月27日に金商法改正に伴う改正政令・内閣府令等が、東
証からは3月28日に上場規程や四半期決算短信作成要領等の改正が、ＡＳＢＪからは3
月22日に中間財務諸表会計基準等が、それぞれ公表された。本特集では、新たな制度
での６月第1四半期を迎えるにあたり、これらの規定等のポイントならびに、実務上の留
意点を解説していただいた。

新法令解説

四半期報告書制度廃止等に
係る金商法等改正の概要
東証解説

四半期開示見直し等に係る
改正取引所規則等の概要
会計方針の変更、減損、連結等に注意

中間会計基準等の概要と
今四半期の実務の留意点

この20日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2024年
4月23日

財務報告内部統制監査基準報
告書１号「財務報告に係る内
部統制の監査」の改正

JICPA

改正倫理規則にて、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体（PIE）であ
る場合、報酬関連情報の開示が要求事項として新設されており、内部統制監査
の対象企業のほとんどはPIEであるため、「付録３　一体型内部統制監査報告
書の文例」について、報酬関連情報の記載例を追加したもの。
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20240423dbv.html

―

2024年
５月９日

プライム市場における英文開
示の拡充に向けた上場制度の
整備に係る有価証券上場規程
等の一部改正について

東証

プライム上場企業へのさらなる海外投資家の投資を呼び込み、対話を通じた
企業価値向上を促していく観点から、プライム市場の英文開示の拡充に向け
て所要の制度整備を行うもの。決算情報や適時開示情報の英文開示が2025年
４月から義務化される。
https://www. jpx .co . jp/ru les-part ic ipants/ru les/rev ise/
mklp770000006gzb-att/gaiyo.pdf

―

利
上
げ
や
国
債
買
入
れ
減
額
の
意
見
が

目
立
っ
た
４
月
決
定
会
合

金
　
　
融

米
株
価
に
後
れ
を
取
り
始
め
た

日
本
株
価

金
　
　
融

日
銀
は
５
月
９
日
、「
金
融
政

策
決
定
会
合
に
お
け
る
主
な
意
見 

（
２
０
２
４
年
４
月
25
、
26
日
開
催

分
）」
を
公
表
し
た
。
経
済
情
勢
、

物
価
、
金
融
政
策
、
政
府
の
意
見
な

ど
に
分
類
さ
れ
、
会
合
に
お
け
る
各

意
見
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

今
回
の
特
徴
と
し
て
、
利
上
げ
に

関
す
る
意
見
や
国
債
購
入
オ
ペ
の
減

額
に
関
す
る
意
見
が
目
立
っ
た
。
た

と
え
ば
、「
潜
在
成
長
率
を
上
回
る

成
長
」、「
物
価
高
、
金
利
上
昇
等
の

ス
ト
レ
ス
」
と
い
っ
た
経
済
に
対
す

る
強
気
の
見
方
が
多
く
、
物
価
も

「
中
長
期
的
な
予
想
物
価
上
昇
率
が

上
昇
」、「
コ
ス
ト
プ
ッ
シ
ュ
型
の
物

価
上
昇
」
と
円
安
進
行
の
影
響
も
あ

り
、
コ
ス
ト
プ
ッ
シ
ュ
型
輸
入
イ
ン

フ
レ
の
再
拡
大
の
懸
念
が
示
さ
れ
て

い
た
。

し
た
が
っ
て
、
金
融
政
策
運
営
も

一
部
に
現
状
の
緩
和
策
維
持
の
意
見

も
み
ら
れ
る
も
の
の
、
総
じ
て
「
金

利
の
パ
ス
は
、
市
場
で
織
り
込
ま
れ

て
い
る
よ
り
も
高
い
」、「
適
時
適
切

に
、
政
策
金
利
を
引
き
上
げ
て
い
く

こ
と
が
必
要
」
な
ど
、
利
上
げ
を
前

提
と
し
た
意
見
が
目
立
っ
た
。

ま
た
、
資
産
買
入
れ
策
に
つ
い
て

も
、
Ｅ
Ｔ
Ｆ
や
Ｊ
―
Ｒ
Ｅ
Ｉ
Ｔ
に
つ

い
て
は
、
具
体
的
な
政
策
の
大
き
な

方
向
性
の
意
見
は
出
て
い
な
い
が
、

国
債
買
入
れ
に
つ
い
て
は
、
長
期

国
債
の
買
入
れ
に
つ
い
て
、「
ど
こ

か
で
削
減
の
方
向
性
を
示
す
の
が
よ

い
」、「
減
額
の
方
向
性
を
示
し
て
い

く
こ
と
も
重
要
」、「
日
銀
の
バ
ラ
ン

ス
シ
ー
ト
の
圧
縮
を
進
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
」
と
明
確
に
縮
小
、
す
な

わ
ち
引
締
め
方
向
を
明
確
に
示
す
べ

き
、
と
の
意
見
が
目
立
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
個
々
の
審
議
委
員
の
意

見
と
し
て
は
、
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ
上

の
長
短
ど
ち
ら
の
ゾ
ー
ン
も
引
締
め

を
前
提
と
し
た
議
論
に
な
っ
て
い

る
。
円
安
是
正
が
目
的
で
あ
れ
ば
、

短
期
の
政
策
金
利
を
引
き
上
げ
る
ほ

う
が
有
効
で
あ
る
が
、
経
済
全
体
へ

の
影
響
や
金
融
機
関
の
収
益
に
配
慮

す
れ
ば
、
利
上
げ
策
は
日
銀
に
と
っ

て
取
り
に
く
い
。
イ
ー
ル
ド
カ
ー
ブ

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
10
年
ゾ
ー
ン
の
縛

り
を
な
く
し
た
延
長
で
考
え
れ
ば
、

次
は
月
額
６
兆
円
程
度
と
な
っ
て
い

る
国
債
買
入
れ
額
の
減
額
を
市
場
に

明
示
し
な
が
ら
実
施
す
る
こ
と
が
、

順
当
な
政
策
変
更
と
考
え
ら
れ
る
。

日
米
の
株
式
市
場
で
は
中
央
銀
行

の
金
融
政
策
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
模

索
が
続
い
て
い
る
。
金
融
政
策
の
方

向
は
真
逆
で
、
日
本
は
利
上
げ
、
ア

メ
リ
カ
は
利
下
げ
の
有
無
、
時
期
が

焦
点
で
あ
る
。さ
ら
に
日
本
の
場
合
、

日
米
間
の
金
利
差
に
よ
る
為
替
相
場

の
変
動
が
株
価
に
影
響
を
及
ぼ
す
と

い
う
市
場
特
性
が
あ
る
た
め
、
中
央

銀
行
の
行
動
の
予
測
を
し
、
株
価
の

予
想
を
す
る
の
は
非
常
に
難
し
い
。

４
月
下
旬
の
日
銀
の
金
融
政
策
決

定
会
合
の
前
後
か
ら
、
日
本
株
価
は

方
向
感
が
定
ま
ら
ず
、
一
進
一
退
が

続
い
て
い
る
。
一
方
、
ほ
ぼ
同
時
期

に
開
か
れ
た
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
（
米
連
邦
公

開
市
場
委
員
会
）
で
は
、
利
下
げ
時

期
・
回
数
の
予
定
が
市
場
の
期
待
以

下
の
内
容
と
な
り
、
そ
の
際
、
米
株

価
は
下
落
し
た
が
、
す
ぐ
に
立
ち
直

り
を
み
せ
た
。

米
株
価
は
金
利
要
因
が
ダ
メ
と
な

る
と
、
実
体
経
済
に
目
を
向
け
、
消

費
、
雇
用
、
企
業
収
益
、
Ｇ
Ｄ
Ｐ
な

ど
が
景
気
の
力
強
さ
を
示
す
と
し
て

プ
ラ
ス
に
反
応
す
る
。
今
後
も
金
利

と
景
気
の
両
に
ら
み
で
対
応
し
、
も

ち
ろ
ん
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
い
ず

れ
の
場
合
で
も
結
局
、
株
価
は
上
が

る
し
く
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
疑
い
た
く
な
る
。

日
本
株
式
市
場
に
と
っ
て
、
日
銀

の
利
上
げ
は
歓
迎
で
き
な
い
が
、
上

場
企
業
の
多
く
は
負
債
が
少
な
く
、

金
利
上
昇
の
打
撃
は
小
さ
い
。
問
題

は
金
利
上
昇
に
よ
っ
て
為
替
相
場
、

特
に
ド
ル
・
円
相
場
が
ど
う
な
る
か
、

で
あ
る
。
米
金
利
の
動
向
次
第
で
は
、

円
安
・
円
高
い
ず
れ
の
可
能
性
も
あ

る
か
ら
だ
。
も
し
円
安
が
進
め
ば
、

円
安
＝
物
価
高
に
敏
感
に
な
っ
て
い

る
国
民
感
情
を
軽
視
で
き
ず
、
政
府

は
円
安
ス
ト
ッ
プ
、円
高
転
換
を
狙
っ

て
さ
ら
に
ド
ル
売
り
・
円
買
い
介
入

を
行
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
円
高
に
な

れ
ば
、
海
外
依
存
度
の
高
い
企
業
の

収
益
は
打
撃
を
受
け
、
株
価
に
も
マ

イ
ナ
ス
に
な
ろ
う
。
円
高
下
で
は
物

価
が
落
ち
着
き
、
消
費
者
の
購
買
力

が
増
し
て
、
実
体
経
済
に
好
影
響
を

も
た
ら
す
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
う

な
る
ま
で
に
は
時
間
が
か
か
る
。

日
本
株
価
に
と
っ
て
、
為
替
相
場

に
影
響
さ
れ
な
い
分
野
の
企
業
収
益

が
伸
び
る
こ
と
、
そ
れ
を
内
外
投
資

家
が
評
価
し
て
く
れ
る
こ
と
が
米
株

価
に
後
れ
を
取
ら
な
い
た
め
の
最
低

限
の
条
件
で
あ
ろ
う
。


